
1 
 

府 政 防 第 ７ ２ ５ 号 
消 防 災 第 ２ ３ ５ 号 
平成２４年６月２７日 

 
各都道府県防災主管部長 殿 

 
内閣府政策統括官（防災担当）付       

     参事官（総括担当）  

 
 
 

消防庁国民保護・防災部防災課長   

 
 
 

災害対策基本法の一部を改正する法律の運用について 

 
 

 災害対策基本法の一部を改正する法律（平成２４年法律第４１号。以下「改

正法」という。）の内容については、「災害対策基本法の一部を改正する法律に

ついて」（平成２４年６月２７日付 府政防第７２４号・消防災第２３４号）に

より通知したところですが、下記に、改正法の趣旨及びその適正な運用に当た

っての留意点を示しますので、執務上の参考とされるとともに、貴都道府県内

の市町村に対しても周知いただきますようお願いします。併せて、必要となる

条例の改正又は地域防災計画の見直しなどを速やかに進められるようお願いし

ます。 
 なお、下記中の条文番号は特に断りがない限り、改正法による改正後の災害

対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）のものです。ま

た、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項

に基づく技術的助言として発出するものであることを申し添えます。 

 
記 

 

１．地方防災会議及び災害対策本部の見直し 
（１）改正の概要 

改正前の災害対策基本法においては、地方防災会議（都道府県防災会議及

び市町村防災会議をいう。以下同じ。）の所掌事務としては、地域防災計画
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（都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）の作

成及びその実施の推進等のほか、「災害が発生した場合に、防災に関する情

報を収集すること」及び「非常災害に際し、緊急措置に関する計画を作成し、

かつ、その実施を推進すること」が所掌事務とされていた。 
これに対して、災害発生時、特に災害応急対策の段階では、地方防災会議

で災害に関する情報の収集等を行うよりも、都道府県又は市町村に設置され

る災害対策本部において一元的にそれらの事務を行うことが効果的である

と考えられることから、地方防災会議と災害対策本部の所掌事務について、

見直し・明確化を行ったものである。 
一方で、地方防災会議については、中央防災会議と異なり「防災に関する

重要事項の審議」について所掌事務として規定されていなかったが、防災に

関する諮問的機関としての機能を強化する観点から、所掌事務としてこれを

追加し、併せて、多様な主体の参画を図るため、学識経験者等を地方防災会

議の委員に選任できることとしたものである。 
（２）都道府県防災会議の所掌事務（法第１４条第２項関係） 
  ① 防災に関する重要事項の審議の追加 

現在、都道府県防災会議の所掌事務とされている都道府県地域防災計画

の作成及びその実施の推進のみならず、都道府県知事の諮問に応じ、地域

ごとの特性に応じた防災に関する取組を幅広く都道府県防災会議において

議論することを明確化したものである。 
② 緊急措置に関する計画の作成・実施推進の削除 

都道府県地域防災計画には関係各機関が実施する災害応急対策が具体的

に定められており、災害応急対策の実施は主に各都道府県に設置される都

道府県災害対策本部において実施されている。それらを踏まえ、迅速な災

害応急対策を行うため、非常災害に際して、都道府県防災会議が別途の計

画を作成することとはせず、災害応急対策の実施を都道府県災害対策本部

に一元化したものである。（（５）も参照のこと。） 
③ その他 

災害が発生した際において、当該災害の規模・被害の態様等に照らして

必要があると認められるときは、都道府県災害対策本部に加えて別に都道

府県防災会議を開催することを妨げるものではないことに留意されたい。 
（３）都道府県防災会議の委員構成（法第１５条第５項関係） 
  ① 都道府県防災会議の委員として、「自主防災組織を構成する者又は学識

経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者」を新たに加

えることにより、男女共同参画の推進及び高齢者や障害者などの多様な

主体の参画を促進することとし、地域防災計画及びそれに基づく各種防

災対策の充実を図ろうとするものである。 
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「自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者」とは、広く自主防

災組織の代表者等や大学教授等の研究者のほか、ボランティアなどのＮＰ

Ｏや、女性・高齢者・障害者団体等の代表者等を想定している。 
  ② なお、防災対策の見直しに係る男女共同参画の推進については、既に

各都道府県防災主管部長宛に通知（平成２４年５月８日付府政防第５３

５号・消防災第１８１号）しているところであり、引き続き、防災に関

する政策・方針決定過程等における女性の参画の拡大に努められたい。 

（４）市町村防災会議の所掌事務及び委員構成（法第１６条関係） 
   都道府県防災会議の改正趣旨を踏まえ、市町村防災会議の設置目的に「市

町村長の諮問に応じて当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審

議する」ことを加えた。そのほか、市町村防災会議の組織及び所掌事務に

ついては、都道府県防災会議の例に準じて各市町村の条例で定めることと

されており、都道府県防災会議に係る改正の内容（上記（１）～（３）を

参照）に準じて、必要な検討を行った上で、できる限り速やかに条例の改

正等を行う必要がある。（（７）を参照。） 
（５）都道府県災害対策本部（法第２３条関係） 

① 法第２３条第４項は、都道府県災害対策本部が行う事務の内容として、

「災害に関する情報を収集すること」、「災害予防及び災害応急対策を的

確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿って災

害予防及び災害応急対策を実施すること」及び「災害予防及び災害応急

対策に関し、・・・連絡調整を図ること」を明示的に規定したものである。

これらの事務は、従来から都道府県災害対策本部において行われてきた

ものと考えられるが、（１）で示した地方防災会議と災害対策本部との所

掌の見直し・明確化の観点から、新たに規定したものである。 
なお、「災害予防及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方

針」とは、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがある場合において、

災害予防及び災害応急対策としてとるべき対策の優先順位、対策をとる

べき実施地域及び人的・物的資源の配分などに係る基本的な考え方のこ

とを意味している。 
② 法第２３条第７項の都道府県災害対策本部長の必要な協力の求めは、こ

れまでは、地域防災計画等に基づいて行われていたものと考えられるが、

地方防災会議と災害対策本部との所掌事務の見直しにより、災害発生時

における関係機関間の連絡調整の事務が、都道府県災害対策本部の事務

として規定されたことに伴い、新たに「資料又は情報の提供、意見の表

明その他必要な協力を求めることができる」として明文化したものであ

る。協力を求めることができる相手方としては、都道府県の防災会議を

構成している各種機関のほかに、多様な主体の防災対策への参画を推進
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する観点から、「その他の関係者」を加えている。「その他の関係者」と

しては、ボランティア団体や各種団体の代表者等を想定している。 
（６）市町村災害対策本部（法第２３条の２関係） 

市町村災害対策本部については、改正前の災害対策基本法では、都道府

県災害対策本部と同一の規定（改正前の災害対策基本法第２３条）で定め

られていたものを地方防災会議と災害対策本部の所掌事務の見直し・明確

化に関連して、新たに法第２３条の２として別個に規定することとしたも

のである。 
改正に関する基本的な考え方は、都道府県災害対策本部に係る改正規定

の考え方と同じであるが、広域自治体である都道府県災害対策本部と異な

り、災害発生時における関係機関間の連絡調整については、市町村災害対

策本部の事務として明記していない。これは、改正前の災害対策基本法に

おいても、市町村防災会議の所掌として連絡調整が明記されていなかった

ことによるものであるが、市町村災害対策本部においても、市町村が実施

すべき災害予防及び応急対策について、関係指定地方行政機関等との連携

を密にすることが重要であることは言うまでもない。 
このため、市町村災害対策本部の規定に、「必要に応じ、関係指定地方行

政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関

との連携の確保に努めなければならない」と規定としたものであり、災害

応急対策等に当たって国、都道府県、他の市町村を含む関係機関との連携

の確保に積極的に努めることが期待される。 
（７）関係する条例の改正等について 

都道府県又は市町村においては、今回の法改正を受けて、地方防災会議

等に係る条例の見直しについて、必要な検討を行った上でできる限り速や

かに条例の改正等を行う必要がある。なお、地方防災会議及び災害対策本

部に係る条例準則については、「災害対策基本法の運用上留意すべき事項に

ついて」（昭和３７年８月６日付自消乙総発第５号）で示していたところで

あるが、別途、必要な条例改正の参考例について本日付けで通知を行うこ

ととしている。 
 

２．災害発生時における積極的な情報の収集・伝達・共有の強化 
（１）地理空間情報の活用（法第５１条第２項関係） 
   災害発生時における地理空間情報の活用については、これまでも、地理

空間情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）に基づく地理空間情

報活用推進基本計画等を通じて、官民にわたる取組が進められてきたとこ

ろである。平成２４年３月に閣議決定された新たな基本計画では、東日本

大震災においての課題等を踏まえて防災分野における地理空間情報の活用
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が位置付けられていることに照らし、災害対策基本法にも、災害応急対策

責任者の努力義務規定を設けたものである。 
（２）災害に関する情報の共有（法第５１条第３項関係） 

法第５１条第３項に規定する災害に関する情報の共有の具体的手法とし

ては、事態についての認識を一致させ、迅速な意思決定を行うために、関係

機関相互で連絡する手段や体制を確保し、緊密に連絡をとること、関係機関

で連絡調整のための職員を相互に派遣すること、法第２３条第７項、法第２

３条の２第７項、法第２８条第３項又は法第２８条の６の規定に基づき関係

機関の長等が情報の提供、意見の表明等を行うこと等が挙げられる。 

（３）市町村が災害の状況等を報告できなくなったときの都道府県による情報

収集（法第５３条第６項関係） 

  ① 法第５３条第６項は、東日本大震災において、市町村の庁舎等が被災

し、災害発生当初、市町村の行政機能が著しく低下し、被災状況の把握

や同条第１項に定める報告ができない事態が生じたことを踏まえ、市町

村の防災に関する事務等を助け、補完する立場にある都道府県が情報の

収集に意を用いることを規定したものである。なお、本項の「報告をで

きなくなったとき」については、当該市町村を管轄する都道府県が個々

の災害の状況に照らして判断するものである。 

  ② 同項の「特に意を用いる」とは、このような都道府県の立場で災害に

関する情報を可能な限り集めるよう工夫を凝らすことに留意することで

あり、具体的には市町村からの報告を待つことなく都道府県自らが主体

的に情報を収集するために被災地に職員を派遣したり、ヘリコプター等

の機材や各種通信手段を効果的に活用したりするなど、あらゆる手段を

尽くして情報収集を行うことをいうものである。 

 

３．地方公共団体間の応援 

（１）他の市町村等に対する応援の要求及び他の都道府県知事等に対する応援

の要求における応援対象業務の拡大（法第６７条及び第７４条関係） 

   ① 改正前の応援の対象業務は、法第５０条第 1項に規定する災害応急対

策のうち、法第６２条第１項に規定する消防、水防及び救助等人命に関

わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に限定されていたとこ

ろであるが、東日本大震災における地方公共団体間の応援の状況等にか

んがみ、応急措置から、災害応急対策全般に拡大するものである。なお、

今回拡大される応急措置以外の災害応急対策業務については、応諾義務

までは課さないこととしている。 

② 法第６２条第１項の条文上、応急措置として消防、水防及び救助が例示

されている。応急措置とは、法第５０条第１項各号に列挙される災害応急
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対策に含まれるものであり、災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止

するための応急的な措置であり、当該措置を適切に講じなければ人の生命

や身体の安全に関わる被害が生じ得るような緊急性の高いものである。  

これまでも、応急措置と災害応急対策とを法律で区別し応急措置に対し

てのみ応諾義務を課してきたところ。ここで、応急措置は、一般的には発

災直後の段階で対応が必要となるものであるが、業務の内容によっては、

一定期間経過後も対象となる場合がある。 

例えば、同項第３号の業務については、避難所を立ち上げ、水や食料を

確保し、安定的に運営できるようになるまでが「応急措置」の対象となる

と考えられ、安定的に運営できるようになった以降の避難所運営に対する

支援は、応急措置以外の災害応急対策と考えられる。 

   同項第５号の業務については、例えば、診療所の応急の復旧については、

発災後一定期間経過した後も、応急措置の対象となり得る。 

   同項第６号の業務については、疫病が発生しないよう、消毒やし尿処理

を行う防疫活動は応急措置の対象となるが、避難所を安定的に運営できる

ようになった以降の巡回健康相談は応急措置以外の災害応急対策と考え

られる。疫病がまん延するような事態になった場合の防疫活動は発災後、

一定期間経過した後であっても、応急措置の対象に含まれ得る。 

    

（２）都道府県知事等に対する応援の要求（法第６８条関係） 

   法第６８条についても応援対象業務を応急措置から災害応急対策に拡大

するが、被災地域における防災上の責務を直接有しない地方公共団体が実

施する法第６７条及び法第７４条の応援と異なり、法第６８条の応援は都

道府県が管轄する災害発生市町村を応援するものであり、当該災害発生市

町村についても、当該地域に係る防災上の責務を有し、災害応急対策の実

施責任を有する都道府県が実施するものであることから、災害応急対策の

ための応援全般に応諾義務を課すこととしたものである。 

（３）都道府県知事による応援等の要求等（法第７２条第２項関係） 
法第７２条第２項は、応急措置以外の災害応急対策について規定したもの

であり、応急措置と比べて緊急性が低いこと等から、「指示」ではなく、「要

求」としたものである。 
（４）内閣総理大臣による応援の要求等（法第７４条の２関係） 
  ① 法第７４条の２は、法第７２条第１項の規定による指示又は同条第２

項若しくは法第７４条第１項の規定による要求のみによっては災害応急

対策に係る応援が円滑に実施されないと認めるときに、これらを補完す

るために災害発生都道府県知事が、内閣総理大臣に対し、他の都道府県

知事に対して当該災害発生都道府県知事や災害発生市町村長を応援する
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ことを求めるよう求めることができることとしたものである。 

 
  ② 法第７４条の２第１項の「第７２条第１項の規定による指示又は同条

第２項若しくは前条第１項の規定による要求のみによつては災害応急対

策に係る応援が円滑に実施されないと認めるとき」とは、災害の規模等

に照らし、指示又は要求を行おうにも適当な相手方が見つからない場合

や、仮に指示又は要求を行ってもなお不十分な場合など、地方公共団体

間の応援の要求等のみによっては災害応急対策が円滑に実施されないと

都道府県知事が判断する場合等が考えられる。 
  ③ 法第７４条の２第２項の「災害発生都道府県知事及び災害発生市町村

長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特

に必要があると認めるとき」とは、法第５３条の規定に基づく被害状況等

の報告を踏まえ、大規模災害であって災害発生都道府県及び災害発生都道

府県内の市町村のみでは十分な災害対策を講じることができないような

災害が発生したと内閣総理大臣が認める場合等が考えられる。 
  ④ 法第７４条の２第３項の「災害発生都道府県知事及び災害発生市町村

長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特

に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、

第１項の規定による要求を待ついとまがないと認められるとき」とは、災

害の規模がきわめて甚大であり、災害発生都道府県以外の都道府県等によ

る応援が必要と考えられ、かつ、通信途絶その他の理由により災害発生都

道府県知事等との連絡が取れない場合等が考えられる。 
（５）その他 

改正法の規定による応援は、従来、他の法律に基づき又は応援協定等に

基づき行われてきた地方公共団体間の応援を補完するものであり、それら

従来から行われてきた応援を妨げるものではないので、念のため申し添え

る。 

 
４．広域一時滞在（法第８６条の２から第８６条の６まで関係） 
（１）広域一時滞在の規定を設けた趣旨 

東日本大震災において、市町村や都道府県の区域を越えて、大規模な住民

の避難がなされたことを踏まえ、一つの市町村の区域を越えて住民が避難す

る場合の市町村間等における協議の手続について規定を整備することとし

たものである。同一都道府県内の場合（広域一時滞在）には、被災市町村長

が他の市町村長と、都道府県の区域を越える場合（都道府県外広域一時滞在）

には、都道府県知事が他の都道府県知事と協議を行うこととしている。 
また、被災市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなっ



8 
 

たような事態に備え、都道府県知事による代行規定等を併せて設けた。 
このほか、被災市町村長や被災都道府県知事が適当な協議の相手方を見つ

けられない場合等において、迅速かつ円滑な広域一時滞在の実施や避難後の

生活に当たり支障が生じないよう、都道府県知事又は内閣総理大臣による助

言規定を設けたものである。 
（２）「協議」について 

広域一時滞在に際し、被災地方公共団体の被災状況、受入れが必要となる

被災住民の数、協議先の地方公共団体の収容能力等に関して、様々な状況が

想定される。 
このため、被災者の受入れに当たっては、被災住民の受入れの可否に限ら

ず、具体的な被災状況、受入れ被災住民数、受入れ施設等を含め、協議元の

地方公共団体の長と協議先の地方公共団体の長との間で調整がなされた上

で判断されることが望ましいことから、「協議」としたものである。 
（３）「正当な理由」の考え方 

被災住民を受け入れない「正当な理由」については、例えば、受入れ先の

地方公共団体も被災していること、あらかじめ指定した受入れ施設の収容可

能人数を上回っていること、地域の実情により災害時要援護者等の特段の配

慮が必要な被災者の支援に必要な体制が十分に整っていないこと等が挙げ

られる。 
しかしながら、これらのような場合であってもなお、東日本大震災を超え

るような災害が発生した場合など、災害の規模、被災状況、各市町村の受入

れ状況等によっては、被災者の受入れを行わなければならないこともあり得

るため、「正当な理由」については、個別の災害における種々の状況を総合

的に勘案して判断すべきものと考える。 
（４）自己の管理下にない施設を提供する際の留意事項 

広域一時滞在の協議を受けた市町村長は、被災住民を受け入れるべき公共

施設等を決定することとされているが、自己の管理下にない施設を提供しよ

うとする場合においては、あらかじめ又は現に災害が発生した際に、当該施

設の管理者の同意を得ることが必要となることに留意しなければならない。 
なお、業務効率化の観点からすれば、地域防災計画に基づき避難場所を指

定する際等に広域一時滞在の用に供することについてもあらかじめ同意を

得ておくことが望ましい。 
（５）通知が必要な者の考え方（法第８６条の２第４項及び第６項等関係） 

① 協議元市町村長からの通知が必要な者の考え方は、発災直後、現に被災

住民を受け入れている公共施設その他の施設の管理者に加え、地域防災計

画等に基づき被災住民の支援に携わっている機関（以下「支援機関」とい

う。）が被災住民の広域的な移動がなされることを把握する必要があるこ
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とや、支援機関が関わりを持つ被災住民に対し広域一時滞在が実施される

旨を伝達してもらうことを期待する趣旨で、法第２３条の２及び第４２条

を参考に被災住民の支援に関係することが想定される機関を内閣府令で

列記したものである。 
しかしながら、そのすべての機関に通知を行わなければならないもので

はなく、市町村長の判断で実際に被災住民への支援に関係している機関の

みに通知を行えばよい。 
また、内閣府令の「その他協議先市町村長が必要と認める者」は、関係

指定地方行政機関、関係指定公共機関・関係指定地方公共機関、関係公共

的団体以外の民間企業等で、地方公共団体との協定等により、実際に被災

者支援に関わっており、市町村長が必要と認める者を想定している。 
② 協議先市町村長からの通知が必要な者の考え方は上記①と同様であり、

被災住民を受け入れるに当たって関係することとなることから、市町村長

が必要と認める行政機関及び民間企業等に通知することを想定している。 
（６）都道府県知事及び内閣総理大臣による助言（法第８６条の６関係） 
   助言の内容としては、受入れ先の候補となる地方公共団体及び当該地方

公共団体における被災住民の受入れ能力（施設数、施設概要等）等が考え

られる。 

 
５．物資等の供給及び運送 
（１）物資又は資材の供給の要請等（法第８６条の７関係） 
  ① 法第８６条の７第１項の「必要な物資又は資材の供給について必要な

措置」とは、具体的には、自らが保有する物資等を供給することのほか、

物資等の購入のあっせんをしたり、流通在庫情報を提供したりすること

による支援も含まれる。 
  ② 同項の規定は、市町村長は都道府県知事に対し、都道府県知事は指定

行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、それぞれ必要な物資又

は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請し、又は求めること

ができるという要請又は要求の流れを法定化したものある。 
  ③ 同条第２項は要請又は要求を待たないで物資等の供給について必要な

措置を講ずる、いわゆるプッシュ型の物資等の供給に関する規定である。

都道府県知事は、被災市町村からの要求を待っていては被災市町村にお

ける救難・救助等の応急措置に支障を来すおそれがあると認められる場

合など、市町村の被災状況等に応じ適切にプッシュ型の物資等の供給の

要否を判断する必要がある。 
また、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、被災地方公共

団体の状況を判断して、都道府県知事からの要請を待たないで必要な措置
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を講ずることができるほか、都道府県知事が市町村長の要求に応えられな

いと認められる場合には、都道府県知事からの要請を待たないで市町村長

に対して必要な措置を講ずることもあり得る。 
  ④ ②の規定による要請又は要求は、法律に基づく要請又は要求としての

一定の法律効果を伴うものであるが、これらの要請又は要求のみならず、

事態の緊急性等に照らし必要な場合には、例えば、市町村長が指定行政

機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、直接、物資等の供給を依頼

することも妨げるものではないので、念のため申し添える。 
（２）災害応急対策必要物資の運送（法第８６条の９関係） 

法第８６条の９第２項における「正当な理由」とは、要請に応ずることが

極めて困難な客観的事情がある場合に限られるものであり、具体的には、資

機材の故障等により当該運送を行うことができない場合や、要請を受けた運

送事業者が別の都道府県知事から既に災害応急対策必要物資の運送を要請

されている場合、安全でない状況にある場合等が考えられる。これらの場合

に該当するか否かは、運送事業者の説明を考慮した上で、要請を行った側が

客観的に判断するものである。 

 
６．新設される事務に関する費用負担 

法第９１条において「法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内におい

て特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防及び災害応急対策その他

この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものと

する。」とされている。また、この原則を踏まえ、応援に要した費用について

は、法第９２条の規定により、応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方

公共団体が負担しなければならないこととされている。 
今般の改正法により新設される事務についても、以下の（１）～（３）のと

おり、これらの費用負担の原則が適用されるものである。 
ただし、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用になり、同法に基

づいて都道府県知事が救助を行う場合等法令に特別の定めがある場合等は同

法の規定が適用される。 
（１）応援対象業務の拡充 

拡大された応援対象業務（応急措置以外の災害応急対策）を実施するため

の応援に要した費用についても、応援を受けた地方公共団体の負担とする。 

また、内閣総理大臣による応援の要求等に基づき行われた応援に要した費

用についても、応援を受けた地方公共団体の負担とする。 
ただし、市町村が応援を受けた場合であって災害救助法が適用される場合

には、応援を受けた業務が同法第２３条の救助の範囲に含まれる場合には、

同法に基づき費用負担がなされることとなる。 
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（２）広域一時滞在 
被災地方公共団体が原則として費用を負担する。 
ただし、広域一時滞在又は都道府県外広域一時滞在を実施する必要が生ず

るのは大規模広域な災害の発生時であり、災害救助法が適用されることが想

定される。 
この場合において、被災住民への公共施設等の提供は、災害救助法第２３

条第１項第１号に規定する「収容施設の供与」に該当することから、都道府

県の責任で救助及び当該救助に伴う費用負担がなされる。また、都道府県外

広域一時滞在が実施される場合は、災害救助法第３５条の規定又は関係通達

により、被災した都道府県が費用を負担するものとなり、受け入れた都道府

県から被災した都道府県に対し救助に要した費用を求償することとなる。 
なお、法の手続によらない広域的な被災者の受入れについても、災害救助

法の適用がなされる災害に関しては、同法に基づき費用負担がなされること

となる。 
（３）物資等の供給及び運送 

物資等の供給については、災害応急対策の実施に必要な物資等の供給につ

いて必要な措置を講じられた側が、災害応急対策必要物資の運送については、

災害応急対策必要物資の運送を要請又は指示した側が、それぞれ費用を負担

する。 

 
７．その他 
（１）災害の定義の見直し（法第２条第１号関係） 
   近年、竜巻による大きな被害が発生していることを受け、また、竜巻に

よる災害の特殊性等にかんがみ、災害対策基本法の災害の定義において、

異常な自然現象の例示として「竜巻」を追加することとしたものである。 

（２）施策における防災上の配慮等（法第８条第２項関係） 
法第８条第２項において、国及び地方公共団体が災害の発生を予防し、又

は災害の拡大を防止するために特に実施に努めなければならない事項とし

て、同項第１２号及び第１３号に防災上の新たな課題が追加されたところで

あり、地域の実情に応じ、追加事項に係る施策の積極的な推進を図られたい。 
① 同項１２号関係 

法第８６条の２から第８６条の６までの広域一時滞在の規定は、事前に

準備された地方公共団体相互の協定等が機能しない場合に備えて設けた

ものであり、既存の協定等がある場合には、当該協定等に基づいて、広域

的な被災住民の受入れを行うことが可能である。なお、事前の備えが重要

であり、あらかじめ管内の施設の受入れ能力を把握した上で協定等を締結

しておくことが望ましい。 
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この考え方は、地方公共団体の相互応援についても同様である。 
なお、法第６７条から第７４条の２までの応援は、「災害応急対策」に

係る人的支援に関するものであるが、法第８条第２項第１２号の「地方公

共団体の相互応援」は、より幅広く捉えることが可能と考えられる。すな

わち、各地方公共団体が、相互応援協定等により行う応援対象業務の範囲

を「災害応急対策」のみならずその後の段階の「災害復旧」まで含めるこ

と、人的支援のみならず物的支援まで含めること等は、今回の法改正にか

かわらず可能と考えられる。 
また、相互応援協定については、大規模災害による同時被災を避ける観

点から、遠隔地の地方公共団体との相互応援協定等の締結の推進に配慮さ

れたい。 
② 同項第１３号関係 

「過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援」とは、例えば、

大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整

理し、適切に保存し、広く一般に閲覧できるよう公開に努めること等が想

定される。 
（３）円滑な相互応援の実施のための措置（法第４０条等関係） 

法第４０条第３項又は法第４２条第３項において、都道府県地域防災計画

又は市町村地域防災計画を定めるに当たっては、各防災機関が円滑に他の者

を応援し、他の者から受援できるよう配慮することを規定したところである。

ここで、他の者には、各防災機関のみならず、民間企業、ボランティア、Ｎ

ＰＯ、ＮＧＯ等を含むものである。この考え方は、法第４９条の２において

も同様である。 
また、「配慮する」とは、例えば、以下のような取組が想定される。 

① 災害応急対策の計画の中に、受援計画を定めること。 
② 災害予防の計画の中に、複数の機関による共同訓練の計画を定めること。 

（４）防災教育の実施（法第４７条の２等関係） 
災害予防責任者が実施するよう努めなければならない防災教育とは、例え

ば、各防災機関の職員等を対象に、防災に関するテキストやマニュアルを配

布したり、教育機関と連携して防災に関する研修を行ったりすることが想定

される。 
また、法第４７条の２第２項において「教育機関その他の関係のある公私

の団体に協力を求めることができる」と規定されたところである。ここで、

関係者に協力を求めて防災教育を行うとは、例えば、以下のような取組が想

定される。 
① 各防災機関が、防災に詳しい学校や大学の教員を講師として招くこと。 
② 各防災機関が、学校や大学の体育館等を利用して防災に関する講演会を
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開催すること。 
③ 地方公共団体の職員が自主防災組織の活動を理解するため、実地研修と

してその活動に参加すること。 

 
以上 


